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No
km2

162.88 7,700

1     2.00 1,500

2     21.50 1,900

3     20.30 6,100           

4 16.80 7,150 1566 1

5      3.86 2,560 275 2

6           1.57 1,790
1234
1235

7      1.54 1,340 15
14

8      0.72 1,500 553
552

9      2.30 1,430 416

10     159.50 16,700           

11 35.89 7,900  616 1

12 30.97 6,900
416 1

69 444

13 541.00 5,138

14     0.00 2,920 41 28

15     83.80 14,567           

16     434.75 4,305

17     431.00 11,107           

18           250.40 18,909

19                86.70 6,070

20           15.05 6,690
626 1
627 1

21                ( ) 1.71 390

22                1.98 150
23
12

23           30.07 2,772 1425
1840

24                11.20 720 1368
1525

25          108.05 8,935

26 56.00 14,560

27      8.09 2,480  449

28      13.27 6,410
1 225

1 226 4

29      1.55 1,450

30          ( ) 0.45 320

31      0.90 510

32      0.52 400 51
1582 2

33      1.14 740 1211

34      ( ) 0.42 280

35             26.10 5,400 353

36                  1.88 1,550 1885 2
1839 4

37           61.65 12,885

38                20.24 3,590 2123 2

39 6.25 1,900
2117 1

260 1

40 15.32 5,000 3127 1

41     0.00 1,700

42 86.82 16,185

43     11.02 4,580 393
94

44     10.42 4,760
592 1
593

45     25.31 4,860 12
3

46 33.07 3,300

47     27.24 3,500

2

 1  
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第2章  河川整備計画の対象 
第1節  対象河川と計画対象区間 

河川整備計画の対象河川は河川の維持管理を考慮し，圏域内の県管理河川とします。 

 

第2節  計画対象期間 
本河川整備計画の対象期間は，概ね 30 年間とし，緊急性の高い区間から事業を進めます。

ただし，本河川整備計画は，現時点の流域の社会状況・自然状況・河道状況に基づいて策定し

たものであり，策定後もこれらの状況の変化や新たな知見
ち け ん

・技術の進歩などの変化により，適宜
て き ぎ

見直しを行うものとします。 
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第3章  治水に関する事項 
第1節  治水に関する現況と課題 

徳川幕府による「利根川東遷」以降，手賀沼・印旛沼・根木名川圏域の各河川は，利根川の

度重なる内水被害に苦しめられてきました。このため，利根川合流点に逆流防止水門を設置し

たり，内水
ないすい

排除ポンプなどを設置して災害の防止に尽力してきましたが，近年の土地利用状況

変化に伴う流出形態の変化により，ピーク流量が増大し，ポンプの能力不足や河道の流下能力

不足が起こり，河川沿いの市街地や低平地の農耕地においてたびたび浸水被害が発生していま

す。 

近年の主な洪水被害として，昭和 56 年 10 月，昭和 57 年 9 月，昭和 61 年 8 月，昭和

63 年 8 月，平成 3 年 9 月，平成 3 年 10 月，平成 5 年 8 月，平成 8 年 9 月洪水等があり，

2～3 年に 1 回の頻度で浸水被害に見舞われています。平成 3 年は，9～10 月にかけて台風

が連続して来襲したことで浸水家屋が 1,400 戸を超える大水害が発生したほか，平成 8 年 9

月には，印旛沼流域で既往最大規模の洪水が発生しています。 

 

表 2  近年の主要洪水と被害状況 

資料：千葉県水害報告書，水害統計，千葉県土木部河川海岸課行政情報システム 

 

近年、都市化の進展に伴う流域の保水・遊水機能の低下や，局所的な集中豪雨の発生による

都市型水害が多発しており，河川整備と下水道整備の一体的な取り組みが要望されています。 

１時間 総雨量 １時間 総雨量 床下 ※床上 合計

昭和56年10月 台風24号 42 201 28 131 2,527 887 322 1,209

昭和61年 8 月 台風10号 30 211 30 213 529 278 72 350

平成 3 年 9 月 台風17～19号 (37) (239) (38) (181) 1,262 1,030 214 1,244

平成 3 年10月 台風21号ほか (18) (328) (14) (452) 1,624 177 18 195

平成 5 年 8 月 台風11号 45 225 36 220 114 262 41 303

平成 8 年 9 月 台風17号 30 237 44 256 2,810 395 115 510

注１）資料：水害統計，千葉県水害報告書（S56,S61,H8），千葉県水防テレメーターシステム

注２）平成３年９月洪水の雨量は台風18号によるものを示す．

注３）平成３年10月洪水の雨量は10/6～10/14の降雨を対象とした．

洪  水  名 起     因

降雨量(mm) 洪水被害の概要

柏(県) 成田(県) 浸水面積
(ha)

浸水家屋(戸)

注１）上記資料は、水害統計，千葉県水害報告書（昭和５６年，６１年，平成８年） 

注２）（ ）は平成３年９月洪水の内，台風１８号による降雨量を示している。 

注３）（ ）は平成３年１０月洪水の内，１０/６～１０/１４の降雨量を示している。 
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圏域内河川の沿川は農業が盛んであり，昭和 40 年代までに農業排水路の整備を兼ねた一次

改修が完了しています。また，手賀沼と印旛沼においては，第二次大戦後の食糧難等を解消す

るため，「手賀沼干拓事業」，「印旛沼開発事業」により本格的な改修が着手され，昭和 40 年

代前半に完成をみました。その後は，新東京国際空港や千葉ニュータウンの建設に関連する河

川から順次改修を進めているところです。更に手賀沼においては，治水，利水，水質の課題を

解決することを目的とした「北千葉導水事業」に着手し，平成 11 年度に完成を見たところで

す。 

このような事業により，圏域内河川延長の約 3 割の区間で，概ね 10 年に１回程度発生する

洪水を安全に流下させることのできる整備が完了しています。しかしながら，平成８年９月洪

水に代表される大規模な浸水被害が発生しており，未だ多く残されている未改修区間について，

早急に整備を進める必要があり，現在，24 河川で治水事業を実施中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1  手賀沼・印旛沼・根木名川圏域の現況治水安全度（平成 12 年度） 
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第2節  治水に関する目標 
洪水による災害の発生の防止または軽減に関する目標は，水害により生じる直接的な資産被

害が高い市街地について重点的に浸水被害の軽減を図るものとし，将来計画として概ね５０年

に１度発生する規模の洪水を安全に流下させることを目標とします。当面，河川整備計画では

概ね 10 年に１度発生するとされる 1 時間に 50mm 程度の降雨を最低限の規模とします。 

ただし，手賀沼，亀成川，印旛沼，神崎川，十日川，根木名川の 6 河川については，水害発

生時の社会的影響やこれまでの河川整備の進捗状況，さらには流域内の空港建設やニュータウ

ン事業，工業団地の造成等の大規模開発に考慮し，将来計画である概ね 50 年に１度発生する

とされる１時間に 64～86mm の降雨を目標とします。 

また，利根川本川の洪水時の影響を考慮した内水計画としては，概ね 30 年に 1 度発生する

降雨を対象とした整備を行います。 

これらの整備により，近年，最大規模の洪水であった平成 8 年 9 月洪水において，河道か

らの溢水はほぼ解消されことになります。 

さらに，河川整備計画の対象河川における内水被害の軽減については，関連市町村や関係部

局と連携を図り，雨水貯留・浸透施設の設置などの流域対策を講ずるとともに，印旛沼の迎洪

水位の調整などの緊急的な対応により，治水安全度の向上に努めていきます。 

 

第3節  治水に関する整備の内容 

治水に関する整備内容は，流下能力を増大させるための河道拡幅や掘削
くっさく

，築堤，堤防や河岸
か が ん

の流出を防ぐための護岸工事，内水排除能力を増大させるための排水機場
はいすいきじょう

の増設あるいは新設，

これらに付随する堰
せき

の改築や橋梁の架け替えを実施します。 
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第4章  流水の正常な機能の維持に関する事項 
第1節  流水の正常な機能の維持に関する現況と課題 

圏域内の河川水
すい

は，主に沿川の水田の農業用水として利用されています。下総台地上の畑地

については「北総東部用水」，「成田用水」などの事業により，利根川からかんがい用水が供給

されています。 

印旛沼では、流域内河川の流入水の利用と酒直機場
さかなおきじょう

を通じて利根川より供給される最大

20m3/s の流水を利用した印旛沼開発事業により、工業用水（5.00m3/s）、農業用水

（19.12m3/s）の取水が行われており、千葉県の産業と生活を支える水ガメとなっています。 

関東地方の渇水は，平成２年，平成６年，平成８年，平成 13 年に発生しており，利根川の

取水制限が行われましたが，圏域内の河川では，農業や動植物の生育・生息環境に大きな影響

を及ぼすような利水障害に至っておらず，また，塩害についても生じていません。 

 

表 3  手賀沼・印旛沼・根木名川圏域内の水利権量 

河   川 取水目的
取水
箇所

取水量

(m3/s)
受益面積

(ha)
水利権者

尾羽根川 農業用水 3 0.158 160.0 成田用水土地改良区

根木名川 農業用水 2 0.059 26.7 東和田，川栗水利組合

十日川 農業用水 3 0.331 139.2 根木名川土地改良区

竜台川 農業用水 1 0.028 13.9 成田北部土地改良区

長門川 上 水 道 1 0.100 長門川企業団

農業用水 2 3.962 1,291.7 印旛沼土地改良区

将監川 農業用水 1 0.737 238.5 農林水産大臣

北印旛沼 農業用水 4 7.264 2,420.9 農林水産大臣

印旛捷水路 農業用水 2 0.128 42.8 農林水産大臣

西印旛沼 上 水 道 1 2.070 千葉県

農業用水 8 4.778 1,573.9 農林水産大臣

※ 工業用水 1 5.000 千葉県

※※ 工業用水 1 1.510 千葉県

工業用水 1 1.800 川崎製鉄

鹿島川 農業用水 14 2.255 750.8 千葉県知事，印旛沼，富里土地改良区

印旛放水路(上流部) 農業用水 15 2.108 693.3 農林水産大臣（印旛沼土地改良区）

神崎川 農業用水 3 0.306 80.0 印旛沼土地改良区

桑納川 農業用水 1 0.191 42.0 桑納川沿岸土地改良区

印旛放水路(下流部) 農業用水 3 1.200 763.8 印旛沼，天戸，畑土地改良区   

弁天川 農業用水 2 0.384 104.7 手賀沼，木下土地改良区

下手賀川 農業用水 1 0.088 43.0 手賀沼土地改良区

手賀沼 農業用水 9 8.220 2,691.3 農林水産大臣，高野山揚水共同施工組合

上 水 道 2 2.170

農業用水 74 32.197 11,076.5

工業用水 3 8.310

79 42.677 22,153.0

※取水口・水利権は鹿島川に設置されているが，印旛沼の水を引き込んでいるため，印旛沼に含めた．

※※湯西川ダム、八ツ場ダム、印旛沼等の暫定水利権量0.87m3/sを含んでいる。

小   計

合   計
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水循環の見通しは，手賀沼流域下水道と印旛沼流域下水道の整備に伴い，流域外への放流が

増大していることから，河川水の減少が懸念されています。 

圏域内の河川では，印旛沼と鹿島川で流量観測が行われているものの，利根川や沼の背水の

影響もあり，河川 流 況
りゅうきょう

の把握が難しい状況です。また，各種用水の取水，農業用水の還元等，

水収支
みずしゅうし

が複雑であるため，流水の正常な機能を維持するために必要な流量は設定していない状

況です。 

 

 

第2節  流水の正常な機能の維持に関する目標 
圏域内の河川において，農業や動植物の生息・生育環境に影響を及ぼすような塩害・渇水は，

特に発生していないことから，現在の河川流況を保持するように努めるものとします。 

また，利水，動植物の生息・生育，景観，漁業，流水の清潔の保持など，流水の正常な機能

を維持するために必要な流量の設定に努めるものとします。 

 

 

第3節  流水の正常な機能の維持に関する内容 
現況の河川流況を保持するため，関係機関や地域住民との連携を図り，浸透施設の設置など

を推進するほか，圏域内の森林や農地，ため池等の保全に係る取り組みとも協力しながら，健

全な水循環系
みずじゅんかんけい

の構築に努めます。また，必要に応じて流況改善施設について検討・実施を行

います。 

一方，流水の正常な機能を維持するために必要な流量の設定にあたっては，利水，動植物の

生息・生育環境，景観，流水の清潔の保持等，様々な観点から検討が必要であり，水文観測を

継続的に実施して河川流況の把握に努めるとともに，各用水の取水・還元等の実態調査，自然

環境調査などを行い，河川現況の把握に努めるものとします。 



 17

 

第5章  環境に関する事項 
第1節  河川環境に関する現況と課題 

従来の河川事業は，洪水に対する安全確保が優先され，河川環境に対する配慮が不足していま

した。近年，河川に対するニーズは多様化しており，自然環境への配慮や親水環境の向上が求め

られています。そのような状況の中で，印旛沼流域では，河川管理者のみならず，市民，NPO

団体，関係機関が中心となって，雨水の地下浸透，地域から排出される汚濁負荷の軽減対策等の

取り組みが始まっています。 

 

(1)水質 

河川水質に対しての環境基準は，手賀沼が湖沼
こしょう

のＢ類型
るいけい

，印旛沼が湖沼のＡ類型，鹿島川，

神崎川が河川のＡ類型，亀成川，長門川，師戸川，根木名川が河川のＢ類型，大津川，高崎川，

手繰川，印旛放水路が河川のＣ類型，大堀川・桑納川が河川のＤ類型に指定されています。 

環境基準が指定されている河川は 15 河川で，平成 15 年度の環境基準達成状況をＢＯＤ，

ＣＯＤから見ると，亀成川，高崎川，師戸川，手繰川，桑納川の５河川で達成しています。 

圏域内の河川は昭和 40 年代の高度成長に伴い水質が悪化し，平成 12 年度まで，手賀沼が

ワースト１位，印旛沼が同２～3 位になるほど汚濁が進行していましたが，「北千葉導水事業」

による手賀沼と大堀川への浄化用水の導水(最大 10m3/s)，浄化施設の設置（大堀川，大津川，     

桑納川），浚渫，滞留水の流動化対策，県や市町村による流域下水道の整備が進められ，流入

河川を中心に水質が改善されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1  手賀沼・印旛沼・根木名川圏域の現況水質（平成 15 年度） 
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(2)自然環境 

圏域内河川の自然は，河川が谷津と呼ばれる浸食谷と沖積低平地を流下しており，市街化が

進んでいる下総台地とは台地縁
えん

の斜面林
しゃめんりん

で分断され，比較的良好な環境が残されています。 

水面～水生植物帯
たい

～農耕地～台地縁の斜面林と連続する環境が，圏域全体の特徴のひとつと

してあげられる自然環境です。 

植物は，師戸川などのコンクリート護岸が張られた河川以外は，ヨシ，マコモなどが水際
みずぎわ

に

見られます。法面
のりめん

は芝や雑草となっている河川が多く，比較的良好な環境が残されていますが，

セイタカアワダチソウを初めとして，外来種
がいらいしゅ

の進出が著しい箇所もあります。 

手賀沼と印旛沼は水生植物の生育場となっており，かつては，岸辺の浅いところからヨシ，

マコモ，ヒメガマ等の抽水食物が繁茂し，水深が増すに従って，ヒシ，アサザ等の浮揚植物，

次いで水中に葉を広げる沈水植物が繁茂していました。今では，環境省レッドデータブック絶

滅危惧 IA 類に指定されているガシャモク，ムサシモ，絶滅危惧 IB 類に指定されているジョウ

ロウスゲ，トリゲモ，イトトリゲモなどの貴重植が生育しています。 

河川に生息する魚類は，コイ，フナ，オイカワ，ウナギなど平地河川に一般に見られる種が

生息しています。水田の乾田化や末端水路の改修によって水域の連続性が失われ，ドジョウ，

ナマズ，メダカなど河川と水田を行
い

き来
き

するような種は減少しています。また，瀬に生息する

魚類であるアユなどはあまり見られません。底生生物はテナガエビやマシジミが生息しており，

手賀沼や印旛沼では張網や曳網などの漁業も行われています。 

爬虫
はちゅう

類としては，アカミミガメやイシガメなどが見られ，両生類はウシガエルやトウキョウ

ダルマガエルなどが見られます。 

鳥類は，豊かな水域と周囲の斜面林や農耕地が相互に連携し，餌場やねぐらを提供する環境

が整っており，カワウ，カルガモ，ヨシゴイ，カイツブリ，バンなどの水鳥
みずどり

・水辺
み ず べ

の鳥が生息

しています。手賀沼と印旛沼は渡り鳥の飛来地として，夏期にはチュウサギ，ヨシゴイなどが，

冬期にはマガモやコガモなどが多数飛来します。 

水面，ヨシ原，斜面林と連続する自然は豊かな繁殖場を提供しており，環境省レッドデータ

ブック絶滅危惧 IB 類のサンカノゴイやオオセッカの繁殖も確認されています。 

昆虫類は，水域と陸域が連続した環境が残されており，両者の関係を必要とするトンボ類に

多くの貴重種が見られ，オオセスジイトトンボ，ミヤマサナエなど千葉県レッドデータブック

カテゴリＡに記載されている貴重種が生息しています。 
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(3)親水環境 

親水環境は，河川に隣接する公園として手賀沼公園，手賀沼親水広場，北 柏
きたかしわ

ふるさと公園，

柏ふるさと公園，長門川公園，印旛沼公園，八千代総合運動公園，柏井
かしわい

市民の森，花島
はなしま

公園，

根木名川親水公園などが整備され，市街化の進んだ地域に残された貴重なオープンスペースと

して地域住民に広く利用されています。散策路としては，手賀沼南側のふれあい緑 道
りょくどう

，長門

川～印旛沼～印旛放水路の堤防上に八千代印旛栄
や ち よ い ん ば さ か え

自転車道線(延長 23.3km)，根木名川右支川

の取香川に桜並木が整備されています。また，手賀沼と印旛沼の周囲は，県立印旛手賀自然公

園に指定されています。手賀沼の北部には，手賀沼ビオトープが整備され，手賀沼の浄化活動

と自然環境に対する学習・啓発の場として利用されています。休日には河川に多くの釣り人が

見られ，特に印旛沼は良好な釣り場として近隣他都県からも多くの釣り人が訪れます。釣りは

コイやフナなどの他に，外来種のオオクチバスなどが対象となっています。手賀沼，印旛沼，

印旛放水路(下流部)はバードウォッチングも盛んに行われています。また，河川愛護団体によ

るゴミ拾いや自然観察，水質浄化の啓発活動など多彩な活動が行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2  手賀沼・印旛沼・根木名川圏域の親水施設等 
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第2節  河川環境に関する目標 
(1)水質 

水質の環境基準は，人の健康などを維持するための最低限度としてではなく，より積極的に

維持されることが望ましい行政上の目標として決められたものです。河川整備計画もこれまで

の目標を踏襲し，その確保と更なる向上に努めます。 

目標達成に向け，手賀沼と印旛沼では５年ごとに湖沼水質保全計画を策定しており，平成１

７年度の水質目標を手賀沼はＣＯＤ１３mg/l，印旛沼は COD１０mg/l としています。平成

１５年度の手賀沼と印旛沼の水質はそれぞれ９．８mg/l，１１mg/l で，平成１７年度の目標

については、印旛沼は未達成となっています。また、手賀沼についても水質の環境基準は未達

成であることから，関係機関や地域住民と連携を図りながら，引き続き水質浄化対策を推進し

ていくものとします。 

※参考：環境基準値（COD75%値）：手賀沼５mg/l、印旛沼３mg/l 

 

(2)自然環境 

ヨシやマコモなどの水生植物が茂る河川は，自然が豊かで多くの動植物の生息・生育する場

となっており，圏域内における河川本来の姿のひとつです。また、かつての手賀沼や印旛沼は，

沈水植物や浮葉植物など水生植物の宝庫であり，河道改修にあたっては，このような生息・生

育環境について可能な限り保全・復元を図るものとします。 

また，河川は個々に特有の自然を有しており区間ごとにその特徴も異ります。よって，その

河川本来の姿を尊重し，緩傾斜の土羽河岸を原則とした多自然型川づくりを行い，河川工事の

実施にあたっては必要に応じて学識経験者や地域住民等の意見を聞き，計画を決定します。 

 

(3)親水環境 

市街地や公園など市民が集まる空間では，自然環境に配慮するとともに地元住民等の意見を

聞き入れながら，気軽に人々が川にふれあうことのできる水辺空間の整備を図るものとします。 
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第3節  河川環境の整備と保全に関する内容 
(1)水質 

水質は，目標とする環境基準値の達成に向け，下水道部局と連携して汚濁負荷量，削減量を

検討し，改善を図るものとします。近年，手賀沼総合浄化計画にもとづく事業や流域下水道事

業などの効果が現れてきており，これらの事業を今後も継続的に進めます。 

河川や湖沼で直接行う水質浄化対策として，手賀沼では，大津川河口における植生帯等を行

い，印旛沼では，底泥浚渫と植生帯の設置等を実施します。また，下水道と連携した浄化施設

や河川直接浄化施設等の検討は，下水道の整備状況や流域対策等の実施状況を踏まえながら検

討します。 

また，このような行政的施策のほかに，印旛沼においては，流域対策としての着実な計画の

推進のために，河川管理者，流域住民，関係機関などにより構成された「印旛沼流域水循環健

全化会議」を設立し，様々な計画の積極的な推進，取り組み状況と目標達成状況の評価，情報

の発信，計画の見直し等を行う「みためし計画」に取り組んでいます。 

さらに，関係市町村や関係部局との調整を図り，水質監視体制の充実，事業者への自主監視

の指導を進め，水質の汚濁要因の軽減を図ります。さらに手賀沼ビオトープなどの環境学習の

場を利用した啓発活動を推進し，河川管理者，関係機関及び地域住民が協働で水質浄化に努め

ます。 
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図 5-3  河川整備計画で実施する手賀沼の浄化事業（「千葉県の河川」より一部修正） 
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(2)自然環境 

治水を目的とした河川整備の際，護岸・堤防法面は極力植生の回復に努め，動植物が生息・生育で

きる水辺環境の整備を行うものとします。また，低水路に澪筋・淵などを創出し，単調な河川になら

ないように配慮するとともに，水際部は，多様な水生植物の生育環境を創出するため，多様な水深が

得られるような配慮を行います。 

河川整備の実施にあたっては，必要に応じて学識経験者や地域住民等の意見を聞き，計画を決定し

ます。 

取水堰や橋梁などの河川横断構造物に対しては，魚類の移動の阻害や植物の生育など河川環境の障

害とならないように施設管理者と調整し，適切な処置を行うとともに，改築や新設の際には適切な指

導を行うものとします。 

近年，増大している外来種の対策は，河川管理者自身が理解を深めるとともに，市民や河川利用者

の理解と協力を得ることが必要です。侵入した外来種の排除に努めるとともに，外来種の侵入を未然

に防ぐための市民や河川利用者に対しての広報・啓発活動の充実を図るとともに，現在の自然環境等

にも著しい影響を与える場合においては，関係機関等と連携し，対応することとします。 

 

(3)親水環境 

治水を目的とした河川整備の際には，管理用通路を整備し，散策などに利用しやすいような環境の

創出を図るとともに，公園や住宅地などの多数の住民が集まる施設や地域に隣接する河川では，水辺

に近づける階段の整備，子供が安心して遊べる浅瀬
あ さ せ

の整備などを推進し，住民が川に親しめる拠点の

整備に努めるとともに，埋蔵文化財の所在が確認されている区間ついて，施工時に適切な配慮を行う

ものとします。 

地域住民には，河川清掃や除草作業などを通じて魅力ある親水環境の維持に協力を求めるとともに，

魅力ある川の啓発活動に努めます。 


